
　

令
和
４
年
度�
定
期
監
査
（
そ

の
２
）を
実
施
し
た
結
果（
一
部
抜

粋
）を
次
の
と
お
り
公
表
し
ま
す
。

茂
原
市
監
査
委
員　

風
戸　

博
恭

茂
原
市
監
査
委
員　

山
田　

広
宣

◆
監
査
の
対
象

・
市
民
部

生
活
課
、
市
民
課
、
国
保
年
金
課
、

健
康
管
理
課

・
福
祉
部

社
会
福
祉
課
、
障
害
福
祉
課
、
高

齢
者
支
援
課
、
子
育
て
支
援
課

・
経
済
環
境
部

農
政
課
、
商
工
観
光
課
、
環
境
保

全
課

◆
監
査
の
着
眼
点

　

各
所
管
の
財
務
に
関
す
る
事
務

の
執
行
及
び
経
営
に
係
る
事
業
の

管
理
並
び
に
そ
の
他
の
事
務
の
執

行
が
法
令
等
に
適
合
し
、
適
正
か

つ
正
確
に
行
わ
れ
て
い
る
か
、
最

少
の
経
費
で
最
大
の
効
果
を
挙

げ
、
組
織
及
び
運
営
の
合
理
化
に

努
め
て
い
る
か
に
主
眼
を
置
き
監

査
を
実
施
し
た
。

◆
監
査
の
実
施
内
容

　

各
部
署
か
ら
提
出
さ
れ
た
定
期

監
査
資
料
に
つ
い
て
、
補
助
職
員

に
よ
る
予
備
監
査
を
実
施
し
、
監

査
当
日
は
、
監
査
対
象
部
署
の
長

等
か
ら
説
明
を
受
け
、
関
係
職
員

に
対
し
て
質
疑
を
行
う
こ
と
に
よ

り
実
施
し
た
。

◆
監
査
の
場
所

　

茂
原
市
役
所

　

農
業
集
落
排
水
事
業

　
（
東
郷
第
一
地
区
処
理
施
設
）

◆
監
査
の
期
間

　

令
和
４
年
10
月
14
日
か
ら
12
月

26
日
ま
で

◆
監
査
の
結
果

　

監
査
の
結
果
、
法
令
等
に
適
合

し
、
概
ね
適
正
に
執
行
さ
れ
て
い

た
が
、
一
部
検
討
が
必
要
と
認
め

ら
れ
る
事
項
が
見
受
け
ら
れ
た
。

な
お
、
複
数
の
部
署
に
共
通
す
る

事
項
に
つ
い
て
は
【
共
通
事
項
】

に
掲
げ
、
各
部
署
へ
の
個
別
事
項

に
つ
い
て
は
【
部
署
別
事
項
】
に

掲
げ
た
。

【
共
通
事
項
】

全
課
共
通

・
本
市
に
お
け
る
今
後
の
財
政
運

営
は
、
様
々
な
要
因
に
よ
り
一
層

厳
し
く
な
る
こ
と
が
予
想
さ
れ

る
。
少
子
化
や
高
齢
化
に
対
応
す

る
た
め
の
経
費
、
さ
ら
に
は
懸

案
の
災
害
対
策
に
係
る
経
費
等
、

様
々
な
行
政
需
要
に
よ
る
財
政
負

担
の
増
加
に
加
え
、
市
民
生
活
に

密
接
に
関
連
す
る
ご
み
の
新
最
終

処
分
場
の
建
設
や
長
生
病
院
Ｂ
棟

の
改
築
等
、
長
生
郡
市
広
域
市
町

村
圏
組
合
の
大
規
模
事
業
の
実
施

に
伴
い
負
担
金
も
大
幅
に
増
加
す

る
こ
と
が
見
込
ま
れ
て
い
る
。
こ

の
よ
う
な
状
況
を
十
分
認
識
し
、

危
機
感
を
持
っ
て
事
業
の
実
施
に

あ
た
る
と
と
も
に
、
経
費
の
節
減

に
努
め
、
事
業
の
見
直
し
に
つ
い

て
も
積
極
的
に
検
討
さ
れ
た
い
。

・
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症

は
、
市
民
生
活
に
大
き
な
影
響
を

与
え
、
生
活
ス
タ
イ
ル
の
変
更
を

も
余
儀
な
く
さ
れ
た
。
行
政
運
営

に
お
い
て
も
業
務
量
の
増
加
や
コ

ロ
ナ
対
応
の
た
め
の
業
務
手
法
の

変
更
等
大
き
な
影
響
を
も
た
ら
し

て
い
る
。
ウ
イ
ズ
コ
ロ
ナ
・
ポ
ス

ト
コ
ロ
ナ
を
見
据
え
、
よ
り
よ
き

未
来
を
市
民
と
と
も
に
再
構
築
し

て
い
く
た
め
、
職
員
各
々
が
「
業

務
が
何
の
た
め
で
あ
る
か
」
を
常

に
念
頭
に
お
き
な
が
ら
、
事
務
事

業
の
着
実
な
推
進
に
努
め
ら
れ
た

い
。

福
祉
部
共
通

・
福
祉
行
政
に
つ
い
て
は
、
様
々

な
悩
み
や
不
安
を
抱
え
た
一
人
ひ

と
り
に
適
切
な
支
援
を
継
続
的
に

行
う
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。
事
務

の
複
雑
多
様
化
、
事
務
量
の
増
大

が
懸
念
さ
れ
る
が
、
日
常
業
務
に

流
さ
れ
る
こ
と
な
く
事
業
の
目
的

や
効
果
等
を
様
々
な
角
度
か
ら
見

つ
め
直
し
な
が
ら
市
民
に
優
し
い

福
祉
行
政
の
更
な
る
推
進
に
努
め

ら
れ
た
い
。

【
部
署
別
事
項
】

〈
市
民
部
〉

生
活
課

・
防
犯
ボ
ッ
ク
ス
の
事
業
終
了
に

あ
た
っ
て
は
、
事
業
の
実
績
や
効

果
、
終
了
に
伴
う
影
響
等
を
整
理

さ
れ
た
い
。
ま
た
、
引
き
続
き
市

民
の
安
全
で
安
心
な
生
活
を
守
る

た
め
、新
た
な
手
法
等
を
検
討
し
、

こ
れ
ま
で
と
同
様
の
効
果
が
得
ら

れ
る
よ
う
取
り
組
ま
れ
た
い
。

・
消
費
生
活
講
座
に
つ
い
て
は
、

よ
り
多
く
の
人
が
受
講
で
き
る
よ

う
、
募
集
要
件
を
見
直
す
と
と
も

に
、
講
座
を
録
画
配
信
に
す
る
な

ど
開
催
方
法
に
つ
い
て
も
検
討
さ

れ
た
い
。

市
民
課

・
証
明
書
の
発
行
や
異
動
の
届
出

等
に
お
い
て
申
請
書
等
を
書
か
ず

に
手
続
き
が
で
き
る
「
書
か
な
い

窓
口
」
に
つ
い
て
は
、
先
進
事
例

を
研
究
す
る
な
ど
様
々
な
角
度
か

ら
検
討
し
、
関
係
部
署
と
連
携
し

な
が
ら
市
民
の
利
便
性
向
上
の
た

め
導
入
に
向
け
取
り
組
ま
れ
た

い
。

・
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
取
得
に

あ
た
っ
て
は
、
手
続
き
に
不
安
の

あ
る
人
も
い
る
こ
と
か
ら
、
更
な

る
申
請
支
援
に
取
り
組
む
と
と
も

に
親
切
丁
寧
な
対
応
を
図
ら
れ
た

い
。
ま
た
、
申
請
後
の
カ
ー
ド
の

受
取
が
済
ん
で
い
な
い
人
に
つ
い

て
は
、
対
応
方
法
を
検
討
し
、
交

付
率
向
上
に
努
め
ら
れ
た
い
。

国
保
年
金
課

・
国
民
健
康
保
険
事
業
に
つ
い
て

は
、
医
療
費
の
動
向
を
的
確
に
捉

え
る
と
と
も
に
、
被
保
険
者
数
の

減
少
に
伴
う
影
響
を
十
分
考
慮
し

た
う
え
で
、
国
民
健
康
保
険
財
政

調
整
基
金
の
有
効
活
用
を
図
り
な

が
ら
安
定
的
な
運
営
に
努
め
ら
れ

監
査
結
果
の
公
表（
そ
の
２
）▲全文は

こちら
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